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－ １ － 

 

美郷町農業集落排水事業経営戦略 

 

秋田県仙北郡美郷町 

美郷町農業集落排水事業特別会計 

 

はじめに 

 美郷町は「平成の大合併」秋田県第１号として平成１６年１１月１日に旧千畑

町・旧六郷町・旧仙南村の２町１村が合併し誕生した。 

 現在、美郷町の生活排水処理施設は平成２６年度末現在、公共下水道１処理区

域・農業集落排水６処理区域・合併処理浄化槽（個人設置型）１，９０３基が整

備済みであり、平成２７年３月３１日現在の総人口２０，８０２人に対し、処理

区域内人口１６，３４５人（普及率 78.6％）、水洗化人口１３，９４５人（水洗

化率 67.0％）である。 

農業集落排水事業では将来の人口減少を考慮した中で、最適な運営管理を継

続していくため、本経営戦略を策定するものである。 

 

第１ 経営の基本方針 

 農業集落排水の水洗化人口は平成２７年３月３１日現在３，７６１人（91.6％）

となっているが、今後人口の減少に伴い水洗化人口が減る傾向にある。また、施

設の老朽化も進行しているため、これら課題を見据え長寿命化計画を早期に策

定し、計画的かつ効率的な整備・更新を行い収支の安定化を図る。 

 

第２ 計画期間 

 平成２８年度から平成３７年度まで１０年間 

 

第３ 投資・財政計画（別紙） 

 

第４ 効率化・経営健全化の取組 

（１）組織、人材、定員、給与に関する事項 

公営企業法非適用の事業であるため、町の組織として「美郷町職員定数条

例」・「美郷町一般職の給与に関する条例」に沿って人員配置や定員・給与が

決定されている。 
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（２）下水道との統合に関する事項 

１）現状 

旧千畑地区と旧仙南地区で計６地区の農業集落排水施設を運営している

ため、施設の維持管理経費について効率の面で不利であり、コストが高くな

らざるを得ない状況である。 

２）将来目標 

 第４期生活排水処理整備構想（平成２８年８月策定）において平成３５年

度に飯詰処理区を公共下水道大曲処理区に、平成４０年度に本堂処理区を一

丈木処理区に統合することとした。 

また、処理区の統合による維持管理コストは、平成４７年度までに１３５，

６６６千円縮減可能と試算した。 

 

【参考１】現状の農業集落排水処理区と第４期生活排水処理施設整備構想において統合後の規

模（平成 27 年度末基準） 

統合前 

 

統合後 

  

地区名 本 堂 一丈木 上畑屋 野荒町 後三年 飯 詰 六 郷 

事業名 農 集 農 集 農 集 農 集 農 集 農 集 公共下水 

区域内人口 872 人 985 人 833 人 732 人 264 人 447 人 4,284 人 

地区名 一丈木＋本堂 上畑屋 野荒町 後三年 六郷＋飯詰 

事業名 農 集 農 集 農 集 農 集 公共下水 

区域内人口 1,807 人 833 人 732 人 264 人 4,731 人 
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【参考２】第４期生活排水処理施設整備構想に係る整備計画図 
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（３）民間の資金・ノウハウの活用に関する事項 

１）現状  

農業集落排水事業の運営の主な財源は、使用料収入・地方債・一般会計か

らの繰入金としている。また、施設の管理運営等業務については、外部委託

を中心に実施している。 

 

２）将来目標 

   一般会計からの繰入金を減ずるためにも使用料算定を見直し、民間知見

を活用した施設の長寿命化計画を策定しながら低コスト化、農業集落排水

事業の健全運営を図っていく。    

 

（４）その他の経営基盤の強化に関する事項 

１）現状 

同種類似の事業として下水道事業が存在しているが、農業集落排水事業と

使用料体系が異なる。 

【参考】公共下水道と農業集落排水の使用料体系の比較 

 

２）将来目標 

同種類似の事業について、地域による使用料体系の格差を是正し、将来の

処理区統合をスムーズに実施するため、使用料の統一を検討する。 

 

  

事 業 名 農業集落排水 公共下水道 

使用料体系詳細 

基本使用料…5㎥まで 540 円 

超過使用料…基本水量を超え 

1 ㎥あたり 140 円を加算 

基本使用料…10 ㎥まで 1,337 円 

超過使用料…基本水量を超え 

1 ㎥あたり 153 円を加算 

20 ㎥使用時の 

月額使用料 

（メータ使用料除く） 

2,640 円 2,867 円 

比   較 
20㎥あたりの月額使用料で、農業集落排水が公共下水道に比べ227

円安価である。 
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（５）資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金の不足額があ 

る場合にはその解消策 

 

一般会計繰入金により資金の一部を補てんしており赤字ではないため、 

資金不足比率および地方財政法に定める資金の不足額の算定が行われてい

ない。 

しかし、試算として平成２７年度決算において一般会計繰入金のうち資金

不足を補てんする意味合いで繰り入れている基準外繰入金のうち、維持管理

経費の一部に充当されている収益的収支に係る基準外繰入金 6,935 千円を

ゼロとした場合の資金不足比率は 3.5％※１となり、資金不足比率の経営健全

化基準の 20％以内となっている。 

   このことから早期にこの状態を是正する必要があるが、経費の削減に努め、

さらに将来の処理区統合等によるスケールメットによる経常経費の削減効

果などにより是正するよう努めたい。 

※１ 資金不足比率の算定 

資金不足額÷事業の規模＝ 6,935 千円÷196,543 千円＝3.5％ 

             

（６）資金管理・調達に関する事項 

  １）現状 

資金調達については従来どおり使用料収入のほか、地方債（資本費平準化

債）と一般会計からの繰入によって行っており、平成２７年度決算において

は使用料（滞納繰越分含む）が 54,260 千円。地方債 44,100 千円（資本費平

準化債）、一般会計繰入金 94,000 千円（うち基準内繰入金 61,048 千円、基

準外繰入金 32,952 千円）となっている。 

   

２）将来目標 

平成２７年度に決算されている基準外繰入金 32,952 千円のうち、維持管

理費の一部として充当されている金額は 6,935 千円ある。 

本来この金額は使用料収入により賄われるものであるため、将来の処理区

統合や経費の圧縮に努め、依存財源である基準外繰入金の削減により資金調

達について安定化を図りたい。 

 

（７）情報公開に関する事項 

   汚水処理施設を利用いただくため必要な情報を、町広報及びホームペー

ジなどを活用し、提供を行い町民の理解を得られるよう努めるほか、本経営

戦略及び生活排水処理施設整備構想に基づく重点施策等についても、きめ

細やかな情報提供に努める。 
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（８）その他重点事項 

   １）地方公営企業法適用の可否についての検討 

平成２７年度決算において、地方債を除いた総収入に対する使用料収入の

割合が 35.0％※１である。法適化にあたり受益者負担の原則に基づき使用料

の改定を行うとしても、現行の超過使用料 1㎥あたり 140 円に対して 456.76

円※２と値上げが伴うため今後さらに精査しながら法適化※３を検討する。 

   ※１ 地方債を除いた総収入に対する使用料の割合 

使用料÷地方債を除いた総収入＝54,260 千円÷154,769 千円＝0.3505.. 

  ※２ 地方債を除いた総収入全てを使用料で賄うものとした場合の試算。 

【超過使用料の試算（平成２７年度決算ベース）】 

 ※３ 人口３万人以上の自治体にあっては平成３２年４月までに公営企業法の適用を行

うこととされているが、人口３万人未満の自治体にあっては「できる限り移行」する

ものであること（総務省「公営企業会計の適用拡大に向けたロードマップ」より） 

 

２）経営戦略の見直しに関する事項 

今後は、人口減少や長寿命化対策など施設維持更新の事業を検討する

時期となっており、厳しい財政事情や限られた予算を効率的に配分、執行

していくために、本経営戦略を５年に一度事後検証し、適切な更新を行

う。 

  

 地方債を除いた総収入－｛（基本使用料＋メータ使用料 20mm）×月平均件数概数×12 ヶ月｝

有収水量－（基本水量×月平均件数概数×12 ヶ月） 

＝ 
154,769,349 円-{（540 円+172 円）×1,343 件×12 ヶ月} 

394,300 ㎥-（5 ㎥×1,343 件×12 ヶ月） 

＝ 
154,769,349 円-11,474,592 円 

394,300 ㎥-80,580 ㎥ 

＝ 143,294,757÷313,720 ＝ 456.76 円/㎥（超過使用料 1㎥あたり単価） 
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